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１．検討の経緯  

 

（１）検討の必要性 

労働基準監督業務については、近年、総事業場数に対する定期監督を実施した事

業場数の割合が３％程度にとどまっており、事業場に対する十分な監督が行われて

いるとは言い難い状況にある。また、定期監督を実施した事業場数のうち違反事業

場数は約７割と、高い割合で推移している。 

 今後、「働き方改革実行計画」（平成 29年３月 28日働き方改革実現会議決定）

を踏まえ、罰則付きの時間外労働の上限を導入する労働基準法改正法案が提出され

ることとなっており、更なる法規制の執行強化が求められている中にあって、労働

基準監督署における監督指導の実効性を確保するとともに、労働基準監督官の業務

を補完できるよう、民間活用の拡大を図ることが不可欠である。 

 

（２）タスクフォースの設置 

労働基準法違反への対応について、労働基準監督官の人手不足のため事業場に対

する十分な監督が困難な状況にあるとの指摘がある中、労働基準監督業務における

民間活用の拡大について、規制改革推進会議（以下「本会議」という。）での議論の

前に専門的検討を行うため、本会議に「労働基準監督業務の民間活用タスクフォー

ス」（主査：八代尚宏 昭和女子大学グローバルビジネス学部特命教授。以下「タス

クフォース」という。）を設置した（平成 29年３月９日本会議決定）。 
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２．労働基準監督業務の現状  

 

（１）監督業務の類型 
 

① 定期監督 

   各労働局の管内事情（産業構造、労働時間の状況、労働災害の発生状況等）

に即して対象事業場を選定し、年間計画により実施。 

（注）違反内容の上位は、労働時間（30.0％）、安全衛生（27.7％）、健康診断

（21.9％）、割増賃金（21.1％）、労働条件の明示（16.9％）、就業規則

（11.6％）。（平成 27年労働基準監督年報） 
 

② 申告監督 

   労働者からの申告により把握した事業場に対し実施。 
 

※ 違反を繰り返すなど重大・悪質な事案については、司法処分（検察庁への送検）

の対応。 

 

 

 

 

（第１回タスクフォース 厚生労働省資料から抜粋） 
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（２）定期監督の業務フロー 
 

① 対象事業場の選定 

   各種の情報を元に違法の疑いのある事業場を計画的に選定。 

 

 

 

（第２回タスクフォース 厚生労働省資料から抜粋） 

② 立入調査 

 労働基準監督官の権限（予告なしの立ち入り、帳簿書類の確認・従業員への

尋問、調査拒否等の場合の処罰）を説明しながら、法定の帳簿等のみならず

様々な書類の提出を求め、確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（第２回タスクフォース 厚生労働省資料から抜粋） 
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（３）労働基準監督官の定員数、定期監督実施事業場数等の推移 

 

○ 労働基準監督官の定員数は、厳しい定員合理化の中、一定の増加（平成 28年度の

定員数は 3,241人、平成９年度比で約 23％増）。 

○ 他方で、労災補償業務を担当する事務官、労働安全衛生業務を担当する技官の減

少に伴い、労働基準監督署全体の定員数は、近年、減少傾向にある。 

○ 総事業場数に対する定期監督を実施した事業場数の割合は、近年は、３％程度に

とどまっている。 

○ そのうち、違反事業場数の割合は約７割と、高い割合で推移。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第２回タスクフォース 厚生労働省資料をもとに作成） 
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（４）業種別の定期監督実施状況 

 

 これまでの定期監督の対象は、製造業や建設業など工業系を中心としており、そ

れ以外の業種、特に商業や接客娯楽業などの小売店、飲食店等については、実施割

合が１％強にとどまり、事業場数が多い中で十分な監督ができていない。 

 

 

 

（第２回タスクフォース 厚生労働省資料から抜粋） 
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（５）３６協定の締結状況 

 

○ 商業や接客娯楽業などの小売店、飲食店等においては、半数近くの事業場が３６

協定を締結していない。 

○ ３６協定を締結していない事業場における不締結の理由については、「時間外労

働・休日労働がない」が 43.0％と一番多いが、一方、「時間外労働・休日労働に関す

る労使協定の存在を知らなかった」（35.2％）、「時間外労働・休日労働に関する労使

協定の締結・届出を失念した」（14.0％）、「就業規則等で規定を設けるのみで十分と

思っていた」（1.0％）等の理由も見られ、基礎的な知識が十分でない傾向にある。 

 

（第２回タスクフォース 厚生労働省資料から抜粋） 
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（６）厚生労働省における長時間労働削減対策の取組状況 

 

  ① 監督指導等の強化 
 

・ 平成 27年１月から、月 100時間超の残業が行われている全ての事業場等に対す

る監督指導を実施。 

 平成 28 年４月から、監督指導の対象を、月残業 100 時間超から月 80 時間超に

拡大。 
 

・ 平成 27 年４月から、東京労働局及び大阪労働局に「過重労働撲滅特別対策班」

（かとく）を新設。 

 平成 28年４月から、厚生労働省本省に「過重労働撲滅特別対策班」を新設。47

労働局において、「過重労働特別監督監理官」を新たに任命。 
 

・ 平成 27年５月から、社会的に影響力の大きい企業が、「違法な長時間労働」（月

残業 100時間超等）を複数の事業場で行っている場合に、企業名を公表。 

 平成 29 年１月から、公表の対象に過労死等事案を追加するとともに、「違法な

長時間労働」を月残業 100時間超から月 80時間超とするなど要件を拡大。 
 

・ 平成 29年１月から、違法な長時間労働等を２事業場で行うなどの企業に対する

全社的な監督指導を実施。 

 

② 労働条件相談ほっとライン 

平日夜間・土日における、フリーダイヤルによる労働条件に関する電話相談

の受付けを民間委託にて実施。 

 

③ インターネット監視による情報収集 

労働条件に係る情報収集について、①インターネット上の検索、②監視員に

よる監視、③情報提供票の作成・通報を民間委託し、それを受けて、所轄の労

働基準監督署が監督指導等を実施。 
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④ 非常勤職員の活用 

 社会保険労務士や民間企業ＯＢ等を非常勤職員として採用した上で、任意の

訪問指導等を支援。 

  （第２回タスクフォース 厚生労働省資料から抜粋） 
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３．諸外国との比較  

 

 雇用者１万人当たりの監督官の数は、ドイツ 1.89人、イギリス 0.93人、フランス 0.74

人に対し、日本では 0.62人と、先進国の中ではアメリカ 0.28人に次ぐ低さで、ＩＬＯが

求めている水準（労働監督官１人当たり最大労働者数１万人とすべき）に達していない。 

 

（第２回タスクフォース 厚生労働省資料から抜粋） 
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４．論点  

 

（１）民間活用の拡大 

 

① 民間委託の実施について 

 

＜八代主査の提案（第１回タスクフォース）＞ 

      労働基準監督官の慢性的な人手不足を補うために、労働基準監督署が定めた様式

の定期監督業務について、社会保険労務士、弁護士、公認会計士等の資格者や企業

での労務経験が豊かな者等を雇用する民間事業者に委託することで、本来の労働基

準監督官をより重大な違反の可能性の大きな申告監督業務に重点的に配置できる

のではないか。（民間事業者は、監督官の業務を代替するのではなく、人手不足の

ため十分な監督ができていない多くの事業場を任意で調査する補完的な役割を担

う。それによって、監督官がより重大・悪質な事案に対する監督に重点を置くこと

ができ、より労働者の安全確保を図ることができる。） 

・ 特別法で公務員と同じ権利義務を民間事業者にも義務付け 

・ 民間事業者の守秘義務、公正な監査 

・ 民間事業者による監査への妨害行為には業務執行妨害の適用 

（注）駐車違反の取締り業務における民間事業者の活用（道路交通法の 2006年改

正）、官民協働による刑務所の整備・運営（競争の導入による公共サービスの

改革に関する法律の 2009年改正）の前例。 

 

＜厚生労働省の主張＞ 

・ 労働基準監督官は、予告なく事業場に立ち入り、書面等の確認や関係者から

の聞き取りを行い、労働基準法などの法律違反の有無を確認し、その結果に応

じて、是正勧告等行政指導を行ったり、場合によっては即座に行政処分を行う

など、一体不可分なプロセスを通して労働者の保護を行う。（第１回タスクフ

ォース） 

・ 委託を受けた民間事業者が任意の調査を行い、問題がある場合に監督官に取

り次ぐ場合、調査から監督官による指導までタイムラグが生じることから、そ

の間に証拠帳簿の隠蔽等不適切な行為がなされる可能性がある。また、迅速な

労働者保護が行えない蓋然性が高い。（第１回タスクフォース） 

・ 十分な監督ができていない分野があって、そこに課題があることも承知して

おり、議論を踏まえて、どういった対応が考えられるか、検討を進めていきた

い。（第２回タスクフォース） 
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・ 監督官が行っている業務のいわばコアな部分は、やはり誰かに御協力いただ

くということにならない部分なのではないか。（第２回タスクフォース） 

 

＜全国社会保険労務士会連合会の説明＞ 

・ 全国社会保険労務士会連合会又は都道府県社会保険労務士会が業務を受託

し、①研修を受講した社会保険労務士が対象事業場に対し任意で実態確認を行

い、②法令違反等に対する指導・助言などのサポートを行い、③労働基準監督

署に結果報告又は拒否された旨の連絡を行う、とのスキームを提案。 

・ 社会保険労務士の有する知識、能力、実務経験等が十分に発揮できるスキー

ムとして評価されれば、開業社会保険労務士約２万６千人が最大限対応するも

のと思料。（以上、第２回タスクフォース） 

 

② 立入調査の任意性について 

 

＜委員の主張＞ 

    定期監督業務における立入調査は、強制ではなく、原則として、事業場の任意に

よるのであれば、定期監督業務の一部を民間事業者に委託し、調査に応じない場合、

あるいは、調査の結果、民間事業者では対応できない問題がある場合に、労働基準

監督官に取り次ぐこととすることは可能ではないか。（第２回タスクフォース） 

 

＜厚生労働省の主張＞ 

・ 労働基準監督官による立入調査の場合であっても、事業主と労働基準監督機

関との信頼関係を醸成し、その後の自主的な改善を促しやすくする観点から、

最初から強制的に立ち入るのではなく、まずは立入調査を行うことに対して協

力を要請することが一般的。 

・ ただし、事業主がこのような任意の調査に応じない場合には、監督官は、そ

の場で労働基準法に基づき携帯している監督官証票を示した上で、相手方の同

意なく立ち入る権限を有している。これに対して虚偽の陳述をする、帳簿書類

を提出しない、虚偽の記載をした帳簿書類を提出するなどした者は、同法に基

づく罰則の対象になる。 

・ 監督官による任意の立入調査は、あくまでこうした権限があることをリーフ

レットで説明するなどしつつ要請するものであり、強制的な行政調査権を有し

ない民間人や民間法人が行う任意の調査とは、実効性が異なる。（以上、第２

回タスクフォース） 
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③ 「チーム監督」について 

 

＜厚生労働省の説明＞ 

       １件でも多くの事業場に対し監督指導を実施するため、労働基準監督官は基本的

に単独で監督指導を実施しているが、労働者数の多い事業場や、大規模な工場など、

労働条件や安全衛生に関して確認する事項が多岐に渡ると考えられる事業場に対

しては、その規模や有する問題点等に応じ、２人以上の「チーム」で監督指導を実

施する場合もある。（第２回タスクフォース） 

 

＜委員の主張＞ 

・ 複数の者が入ることで時間が短縮され、労働基準監督官が身の危険を感じる

こともあると思われるので、民間との組合せなど「チーム」の方が望ましいの

ではないか。 

・ 指揮命令権は監督官が持って、民間が監督官のサポートに入ることによっ

て、短時間で監督ができる。公権力の行使と並行できるのではないか。（以

上、第２回タスクフォース） 

 

＜厚生労働省の主張＞ 

民間との組合せの提案については、是正勧告や司法処分という公権力の行使

につながるといった問題も出てくるので、直ちにはなかなか難しいのではない

か。（第２回タスクフォース） 
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（２）実効性の確保・強化 

    上記（１）に加え、監督指導の実効性の確保・強化のための措置についても、検討

を行った。 

 

① 司法処分の実効性について 

 

＜委員の主張＞ 

     司法処分の比率は、定期監督及び申告監督における違反事業場数の約 11万事業

場に対して約 1,000件と１％にも満たず、実効性を欠くのではないか。（第２回タ

スクフォース） 

 

＜厚生労働省の主張＞ 

・ 労働基準監督署が行う是正勧告は、勧告書を一回渡して終わるのではなく、

是正期日を定めて文書による報告を求めたり、再度の立入調査を行ったりする

などして、是正が確認されるまで継続して粘り強い指導が続けられ、こうした

中で、ほとんどの事業場は司法処分に至る前に是正を行っている。 

・ その上で、是正勧告を受けたにもかかわらず違反を繰り返すなど、重大・悪

質な事業場については、司法処分を行っている。（以上、第２回タスクフォー

ス） 

 

② 罰金額の引き上げについて 

 

＜委員の主張＞ 

司法処分においても、賃金未払い等の場合の罰金額は 30万円以下で、また、賃

金の請求権は２年間で時効となり、企業にとって大きな負担とは言えず、罰金額の

引き上げが必要ではないか。（第２回タスクフォース） 

 

＜厚生労働省の主張＞ 

・ 現在の労働基準法の罰金額は、他の法令の罰則との均衡を図って定められて

いる。 

・ 労働者から割増賃金不払等について民事訴訟を起こされた場合、割増賃金不

払額と同額の付加金の支払いを求められるリスクもあり、企業にとっては大き

な負担。（以上、第２回タスクフォース） 
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③ 課徴金制度の創設について 

 

＜委員の主張＞ 

労働基準法違反の事業場に対しては、是正指導とは別に、行政処分として課徴金

等を科すべきではないか。（第２回タスクフォース） 

 

＜厚生労働省の主張＞ 

課徴金制度は、経済的な不当利得に対するペナルティとして、主に経済分野で取

り入れられてきたもので、これを労働基準法違反に対して導入することは、現状よ

りも労働者の保護に欠けるおそれがあること、手続保障のために新たな人員や予

算の確保が必要となることなどから、適切でない。（第２回タスクフォース） 

 

④ その他 

 上記のほか、委員からは、実効性の確保・強化に関し、以下の提案があった。 

・ 労働基準法違反の事業場に対する「行政上の秩序罰」（過料）のような、事後的

な実効性確保の手段を考えてはどうか。（第２回タスクフォース） 

・ 監督指導の実効性を高める手法として、指導を受けた違反事業場名を公表する

ことが必要ではないか。（第２回タスクフォース） 
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５．タスクフォースにおける検討結果  

 

  上記を踏まえ、タスクフォースとして、以下のとおり、検討結果を本会議に報告する。 

 

 

  

 労働基準監督業務については、労働基準監督官の定員数は一定の増加が図られている

が、近年、総事業場数に対する定期監督（各労働局の管内事情に即して対象事業場を選定

し、年間計画により実施する監督）を実施した事業場数の割合が３％程度にとどまってお

り、事業場に対する十分な監督が行われているとは言い難い状況にある。また、定期監督

を実施した事業場数のうち違反事業場数は約７割と、高い割合で推移している。 

 今後、「働き方改革実行計画」（平成 29年３月 28日働き方改革実現会議決定）を踏まえ、

罰則付きの時間外労働の上限を導入する労働基準法改正法案が提出されることとなって

おり、更なる法規制の執行強化が求められている中にあって、小売店・飲食店を中心に事

業場数が多い中で十分な監督ができていない、事業場における３６協定の締結・届出に関

する基礎的な知識が十分でないといった課題に適切に対応するため、労働基準監督官の業

務を補完できるよう、民間活用の拡大を図ることが不可欠である。 

さらに、社会経済情勢の変化を踏まえた、労働基準監督署における監督指導の実効性の

確保・強化についても検討が必要である。 

したがって、 

a  労働基準監督業務の民間活用の拡大のため、以下の措置を講じるべきである。 

・ 民間の受託者（入札により決定し、契約により、秘密保持や利益相反行為・信用失

墜行為の禁止を義務付け）が、３６協定未届事業場（就業規則作成義務のある事業場、

同義務のない事業場）への自主点検票等（３６協定の締結状況、労働時間上限の遵守

状況、就業規則の策定、労働条件明示の状況などの点検票等）の送付や回答の取りま

とめを行い、指導が必要と思われる事業場や回答のない事業場等について、同意を得

られた場合に、労務関係書類等の確認及び相談指導を実施する。 

・ 労働基準監督官は、これらに応じなかった事業場、及び、確認の結果、問題があっ

た事業場に、必要な監督指導を実施する。 

b  労働基準監督署における監督指導の実効性の確保・強化のため、労働基準法違反に対

する抑止・是正効果を高める措置について、引き続き検討すべきである。 

 

 



16 
 

 

 

規制改革推進会議 

労働基準監督業務の民間活用タスクフォース 委員名簿 
 

 

主  査 八代 尚宏  昭和女子大学グローバルビジネス学部特命教授 

委  員 髙橋  滋  法政大学法学部教授 

委  員 野坂 美穂  多摩大学経営情報学部専任講師 

 

議  長 大田 弘子  政策研究大学院大学教授 

議長代理 金丸 恭文  フューチャー代表取締役会長兼社長グループＣＥＯ 

  

参考１ 
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労働基準監督業務の民間活用タスクフォースにおける審議経過 
 

 

 

〔平成 29年〕 

 

(３月９日本会議) （タスクフォースの設置） 

第１回 ３月 16日 (１)八代主査からの説明 

(２)厚生労働省からのヒアリング 

第２回 ４月６日 (１)全国社会保険労務士会連合会からのヒアリング 

(２)厚生労働省からのヒアリング 

 (４月 25日本会議) （タスクフォースにおける検討状況の報告） 

第３回 ５月８日 タスクフォース取りまとめ 

 

 

 

参考２ 


